
資料３ 
 

成年後見制度利用促進基本計画策定に向けたスケジュール 

 

時 期 項 目 備 考 

2019 年度 ５月 札幌市地域福祉社会計画審議会の開催 権利擁護部会の設置等に関する承認 

 ７月 第１回 権利擁護部会 部会長及び副部会長選出、利用促進計画の策定体制等 

 ９月 第２回 権利擁護部会  他政令市の状況報告、利用促進計画の構成の検討等 

 11月 第３回 権利擁護部会 地域連携ネットワークの体制整備の検討等 

 １月 第４回 権利擁護部会 計画案の検討 

 ３月 第５回 権利擁護部会 計画案の確定 

2020 年度 ５月 市議会厚生委員会における審査等 計画案を各会議に付議 

 ７月 パブリックコメント 計画案に対する市民意見を募集 

 10月 利用促進計画の策定（単独計画） 計画の配布、中核機関に係る予算要求 

2021 年度 10月 中核機関の設置・運営開始 計画に基づいた中核機関の運営を開始  

2022 年度～ 

2023 年度 
 審議会・権利擁護部会の開催 次期地域福祉社会計画の検討 

2024 年度 ３月 次期地域福祉社会計画の策定（一体型計画） 利用促進基本計画を地域福祉社会計画に統合（予定） 
 

 

 

 

 

 

札幌市地域福祉社会計画 2018 

成年後見制度利用促進基本計画 

  2018 年 4月～2024年 3月 

2020年 4月～2024年 3月 

次期札幌市地域福祉社会計画 

※ 利用促進計画を地域福祉社会計画へ統合 
 

2020年 4月～2024 年 3月 
2024年 4月 ～ 

 

【各計画実施スケジュール】 
 

 

  2020年 10月～2024年 3月 

(単独計画) 

(一体型計画) 

 

2024年４月 

 


